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　大分西部森林管理署は、平成17年にラムサール条約
湿地として登録されたくじゅう坊ガツル・タデ原

わら

湿原
に近接する九

ここのえやま

重山国有林で、地元関係者の意見を踏ま
えて湿原一帯の景観に配慮し等高線に沿った間伐を
実施した。この施業により針広混交林へ誘導し、景観
の形成や国土保全、水源かん養といった公益的機能の
向上を図っている。

事例Ⅴ－１ 湿原一帯の景観に配慮した森林施業

上空から見た間伐実施箇所

２　「国民の森林」としての管理経営 

（１）新たな管理経営に関する基本計画
　国有林野では、管理経営の基本方針を明らかにするため、「国有林野の管理経営に

関する基本計画」（以下、「管理経営基本計画」という。）を策定している。平成20年

12月には、平成21年４月１日から平成31年３月31日までの10年間を計画期間とした管

理経営基本計画を新たに策定し、①公益的機能の維持増進を旨とした管理経営の推進、

②森林の流域管理システムの下での管理経営、③国民の森林としての管理経営、④地

球温暖化防止対策の推進、⑤生物多様性の保全 の各項目を基本方針とした管理経営

を行うこととしている。

（２）国民の生活を守るための森林づくり
　国有林野には、国土保全や水源かん養等公益的機能を発揮する上で重要な森林が多

く存在しており、平成19年度末現在、国有林野の89％に当たる677万 ha が水源かん

養や土砂流出防備等を目的とした保安林に指定されている。

　さらに、国民が安全で安心できる暮らしを確保するため、台風や集中豪雨等により

荒廃した地域を早期に復旧するための治山事業を、自然環境の保全への配慮やコスト

縮減に努めながら計画的に実施している。特に国有林と民有林が近接している地域で

は、上流域の国有林と下流域の民有林の復旧を一体的に行う特定流域総合治山事業を、

平成20年度に新たに着手した秋田県の「沼
ぬま

頭
かしら

」、長野県の「贄
にえ

川
かわ

」、岐阜県の「ふくろ

洞
ぼら

支
し

渓
けい

」、鳥取県の「久
く

住
じゅう

」、愛媛県の「龍
りゅう

岡
おか

上
かみ

」の５地域を含む24地域で実施している。
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　平成20年６月14日に発生した岩手・宮城内陸地震では、岩手県奥
おう

州
しゅう

市
し

・一
いちのせきし

関市、

宮城県栗
くり

原
はら

市
し

の国有林野を中心とした大規模な山腹崩壊や地すべり等により、林野関

係で約1,003億円の被害が発生し、このうち国有林野内の林地や治山施設等には約603

億円の被害が生じた。国有林野を管理する東北森林管理局では、国道の被災により孤

立化した地区の交通を早期に確保するため、迂回路として国有林野内の林道を緊急に

整備したほか、二次災害防止のため土石流センサーや監視カメラの設置等の応急対策

を迅速に行った。また、災害が再び発生するおそれのある箇所については、緊急に山

腹工等の治山施設を設置した。さらに、国有林野事業の組織を活かし、経験豊富な治

山技術者等を全国から被災地に派遣するなど早期復旧に向けた取組を実施した。

　東北森林管理局は、岩手・宮城内陸地震により通行止
めになった国道342号線の迂回路として、桂

かつらざわ

沢林道、東
桂沢林道（岩手県一関市厳

げん

美
び

町
ちょう

）等を緊急整備した。迂
回路は、孤立した祭

まつ

畤
るべ

地区への交通を確保するために整
備され、地区住民の生活路線として活用されるなど生活
を守る一翼を担っている。

事例Ⅴ－２ 地震により孤立化した地区への交通確保

（３）地球温暖化防止対策の推進
　国有林野では、京都議定書の目標達成に向けて森林吸収源対策を着実に推進するた

め、間伐等を計画的に実施し、多様で健全な森林の整備・保全に率先して取り組んで

いる。平成19年度には前年度の２倍に当たる約12万６千 ha の間伐を実施した（図

Ⅴ－２）。また、地球温暖化防止に貢献するため木材の利用を推進しており、治山事

業・林道事業の森林土木工事に間伐材を積極的に利用した（図Ⅴ－３）。さらに、森

林環境教育の場等において、森林整備や木材利用が地球温暖化防止に果たす役割につ

いて積極的に説明し、森林吸収源対策等について国民の理解を深めるように努めてい

る。
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資料：林野庁業務資料 資料：林野庁業務資料

図Ⅴ－２　国有林野における
 間伐面積の推移

図Ⅴ－３　国有林野事業における工事費
 １億円あたりの木材利用量の推移
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　コンクリート構造物の型枠には、一般的に鋼板や輸入
木材等から製造される合板を使用することが多い。近畿
中国森林管理局は、谷止工等の上流側の型枠として、こ
れまで十分に利用されなかった間伐材を有効活用する
ことで、完成後の残置による撤去手間の省略や炭素固定
等の効果を期待している。

事例Ⅴ－３ 森林土木工事における間伐材の積極的な利用
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（４）生物多様性の保全等に向けた森林の保全・管理
　国有林野には、世界自然遺産に登録された屋久島、白神山地、知床（陸域）をはじ

め、原生的な森林生態系や貴重な動植物が生息・生育する森林が多く残されている。

　国有林野では、こうした貴重な森林を厳正に保全・管理するため、目的に応じて

「森林生態系保護地域」や「森林生物遺伝資源保存林」等７種類の保護林を設定して

おり、平成20年４月１日現在、その面積は78万 ha となっている（表Ⅴ－１）。

表Ⅴ－１　保護林の設定状況
（単位：箇所、千 ha）

名　　称 目　　的 箇所数 面積

保
護
林
の
種
類

森林生態系保護地域 森林生態系の保存、野生動植物の保護、生物遺伝資源の
保存 29 495

森林生物遺伝資源保存林 森林生態系を構成する生物全般の遺伝資源の保存 12 35

林木遺伝資源保存林 林業樹種と希少樹種の遺伝資源の保存 324 9

植物群落保護林 希少な高山植物、学術上価値の高い樹木群等の保存 369 182

特定動物生息地保護林 希少化している野生動物とその生息地・繁殖地の保護 37 21

特定地理等保護林 岩石の浸食や節理、温泉噴出物、氷河跡地の特殊な地
形・地質の保護 35 35

郷土の森 地域の自然・文化のシンボルとしての森林の保存 35 4

合　　計 841 780

資料：林野庁業務資料
注１： 平成20年４月１日現在
注２： 計の不一致は、四捨五入による。

　平成19年度には、宮崎県東
ひがし

諸
もろ

県
かた

郡
ぐん

綾
あや

町
ちょう

及び小
こ

林
ばやし

市
し

の国有林野において、約１千ha

の森林生態系保護地域を新たに設定するなど、地域の特徴ある貴重な天然林等８か所

を保護林として新たに設定するとともに、１か所を拡張した。これらの保護林では、

植生の回復やシカ等による食害を防ぐための保護柵の設置等貴重な自然環境の適切な

保全・管理に取り組んでいる。
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　平成19年４月に設定した「小笠原諸島森林生態系保護地域」については、世界自然

遺産登録も視野に入れ、独自の進化を遂げた特異な生態系を適切に保全・管理するた

めの「小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画」を平成20年３月に策定した。ま

た、平成20年９月には、レクリエーション等の利用による固有の生態系への影響を軽

減し利用と保護の調整を図るため、立ち入ることのできるルートを指定するなどの新

たな利用ルールを導入した。

　関東森林管理局が導入した新たな利用ルールでは、森林生
態系保護地域に立ち入る場合に、希少な動植物の生息・生育
環境の保全と利用に関する講習の受講や入林許可を受けたガ
イド等の同行を義務づけている。このようなルールの導入は、
全国の森林生態系保護地域で初めての取組であり、生態系へ
の影響の軽減が期待されている。

事例Ⅴ－４ 小笠原諸島森林生態系保護地域における新たな利用ルール

　平成19年度から、すべての保護林を対象としたモニタリング調査を開始している。

この調査は、保護林の設定後の状況変化を客観的に把握するため５年ごとに森林や動

物等の状況変化を調査し、その結果を植生の保全・管理や区域の見直し等に役立てる

ことを目的としている。

　また、国有林野では、野生動植物の生息・生育地を結んだ移動経路を確保するため、

保護林相互を連結した「緑の回廊」を設定し、種の保全や遺伝的な多様性の確保を

図っている。

　緑の回廊では、人工林の中に自然に生育した広葉樹を積極的に保残するなど野生動

植物の生息・生育環境に配慮した施業を行うほか、森林の状態や野生動植物の生息・

生育実態を把握して保全・管理に反映するためのモニタリング調査を実施している。

また、国有林だけでは緑の回廊として十分な幅が確保できない場合等は、必要に応じ

て隣接する民有林の協力を得て緑の回廊を設定するよう努めている。平成20年４月１

日現在、24か所、50万９千 ha の緑の回廊を設定している（図Ⅴ－４）。
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①

②

③

⑦

④
⑤

⑥
⑧

⑨⑩

⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

⑯

⑰

⑱

⑲
⑳

㉑

㉒
㉓

㉔

：国有林

資料：林野庁業務資料
注１：平成 20 年４月１日現在
注２：面積は、国有林のみを記載。
注３：計の不一致は、四捨五入による。

名 　  称

①　知床半島緑の回廊
たいせつ

きたかみこうち

しらかみはっこう だ

はちまんたいたいへいざん

ちょうかいあさひ　　いいであづま

あい づ

にっこう　　 な す しおばら

み くに

ち ち ぶ

たんざわ

あまかざり とがくし

やつがたけ

はくさん

えつ み

おおすみ

えち ご

し こつ む　い　ね

②　大雪・日高緑の回廊

③　支笏・無意根緑の回廊

④　北上高地緑の回廊

⑤　白神八甲田緑の回廊

⑥　八幡平太平山緑の回廊

⑦　奥羽山脈緑の回廊

⑧　鳥海朝日・飯豊吾妻緑の回廊

⑨　会津山地緑の回廊

⑩　緑の回廊越後線

⑪　日光・那須塩原緑の回廊

⑫　緑の回廊日光線

⑬　緑の回廊三国線

⑭　秩父山地緑の回廊

⑮　丹沢緑の回廊

⑯　富士山緑の回廊

⑰　緑の回廊雨飾・戸隠

⑱　緑の回廊八ヶ岳

⑲　白山山系緑の回廊

⑳　越美山地緑の回廊

㉑　東中国山地緑の回廊

㉒　四国山地緑の回廊　

㉓　綾川上流緑の回廊

㉔　大隅半島緑の回廊
　合計　24箇所
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22

11
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58
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16
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11
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6
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4

6

43
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1

509

36
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38
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42

128

5

22

面　積 延　長

（単位：千 ha、km）

図Ⅴ－４　緑の回廊位置図

　四国森林管理局は、緑の回廊の適切な整備や管理を進める
ため、平成15年３月に設定した「四国山地緑の回廊」（石

いし

鎚
づち

山
さん

地区・剣
つるぎ

山
さん

地区）でモニタリング調査を実施している。こ
のうち自動カメラによる野生生物の撮影では、四国において
絶滅のおそれのあるツキノワグマの生息などが確認された。
これらの調査結果を踏まえ、緑の回廊の適切な保全・管理を
進めている。

事例Ⅴ－５ 四国山地緑の回廊におけるモニタリング調査
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　さらに、それぞれの地域や森林の特色を活かして、効果的な森林管理が可能となる

地区について、市民団体や地域住民と協働・連携して森林の整備・保全活動等を行う

「モデルプロジェクト」を実施しており、地域本来の生態系を復元するための森林整

備や台風被害地の再生等の様々な活動を展開している。

　北海道森林管理局は、多様な生態系を有する森林の維
持管理を進めるため、平成19年３月に「生物多様性検討
委員会」を設置した。検討委員会の報告を受け、海と密
接なつながりのある森林を、地域のボランティア団体等
と協働してニシンの大群が押し寄せていた頃の状態に
再生する「にしんの森再生プロジェクト」等を実施し、
生物多様性の保全に努めている。

事例Ⅴ－６ 生物多様性の保全を推進する取組

市民参加による植樹活動

 

（５）木材の安定供給を通じた地域への貢献
（木材の安定供給の推進）

　我が国の森林面積の約３割を占める国有林野は、木材の供給面において国産材供給

量の約２割を占めており、国有林野からの供給は国産材の安定供給を進める上で重要

な役割を果たしている。

　国有林野では、地球温暖化防止のための森林吸収源対策として積極的な間伐等の森

林整備を進めており、それに伴い生産される間伐材等のこれまで利用が低位であった

低質材については、木材加工技術の向上により集成材や合板等の原料として利用が拡

大している。そこで、集成材・合板工場等の大口需要者との間で企画競争に基づく相

互協定を結び安定的に木材を供給する「システム販売」を進め、地域における間伐材

等の需要拡大に努めている（図Ⅴ－５）。
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資料：林野庁業務資料

図Ⅴ－５　システム販売量の推移

　九州森林管理局は、森林吸収源対策として積極的な間伐に取り組むとともに、システム販
売による木材の安定供給に努めている。平成20年度は、年間を通じた間断のない供給に努め、
システム販売による販売量を前年度より３万２千㎥多い18万７千㎥に引き上げた。また、同
局では、簡易で崩れにくい路網と高性能林業機械の組合せによる作業の効率化や生産された
原木を山元から製材工場等へ直送する取組により、生産・流通のトータルコスト縮減を目指
している。
　大分西部森林管理署内で素材生産を請け負っているＮ社は、現地の地形に応じた列状間伐
の実施や高性能林業機械の導入により、労働生産性の向上と生産コストの削減を進めている。
生産された木材は、同局とシステム販売の協定を結んだ佐賀県のＩ社に持ち込まれ、ラミナ
等の原料として使用されている。

事例Ⅴ－７ 木材の安定供給に向けた取組

Ｎ社の列状間伐の実施箇所 システム販売先の木材市場（Ｉ社）
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　また、インターネット等を活用し、迅速かつ広範囲にわたる公売情報の提供や民間

市場への素材販売の委託等、樹材種の特質に応じた販売や販路の拡大に努めている。

　さらに、国有林は、列状間伐や路網と高性能林業機械を組み合わせた高効率・低コ

ストな作業システムについて先導的な取組を行っており、民有林関係者にも参加を呼

びかけ現地検討会を開催するなど、その普及に努めている。

　近畿中国森林管理局は、島根県等と民有林・国有林を一体とした森林整備協定を結び、森
林共同施業団地を県内各地に設定している。所有形態の異なる森林をまとめ、一体となった
路網の整備や高性能林業機械を活用して低コストで効率的な間伐に民有林・国有林が連携し
て取り組んでいる。

事例Ⅴ－８ 流域の間伐を推進する民有林と連携した取組

八
や

川
かわ

地域森林施業団地

低コスト路網の開設

高性能林業機械の導入

（木の文化を支える森づくり）

　国有林野では、歴史的木造建造物や各地の祭礼行事等、次代に引き継ぐべき木の文

化を守るための取組として、国民参加による「木の文化を支える森づくり」を進めて

いる。世界文化遺産及び重要文化財に指定されている社寺仏閣の修復等に必要なス

ギ・ヒノキ等を育てる「古事の森」など、平成21年３月31日現在、全国20か所で木の

文化を支える資源や郷土樹種の長期的な育成等を進めている（図Ⅴ－６）。
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資料：林野庁業務資料
　注：平成 21 年３月 31 日現在

図Ⅴ－６　「木の文化を支える森づくり」位置図

首里城古事の森（沖縄県国頭村）
しゅりじょう

檜山古事の森（北海道江差町）

道祖神祭りの森（長野県野沢温泉村）

ひやま

鬼太鼓の森（新潟県佐渡市）
おんでこ さ　ど

御柱の森（長野県下諏訪町）
おんばしら

の ざわおんせんむら

しも す　わ まち

悠久の森（広島県廿日市市）
ゆうきゅう

きょうとし

はつかいちし

ここのえまち

京都古事の森（京都府京都市）

ポスト天杉の森（秋田県能代市）
秋田杉・桶樽の森（秋田県能代市）

のしろし

おけたる

えさしちょう

くにがみそん

木うその森（大分県九重町）

伊予之二名島古事の森（愛媛県久万高原町）
いよのふたなのしま

斑鳩の里法隆寺古事の森（奈良県斑鳩町）
いかるが いかるがちょう

な ら し

なかつがわし

こうやちょう

高野山古事の森（和歌山県高野町）
くまこうげんちょう

春日奥山古事の森（奈良県奈良市）

裏木曽古事の森（岐阜県中津川市）

檜皮の森（長野県南木曽町）
南木曽伝統工芸の森（長野県南木曽町）

筑波山古事の森（茨城県石岡市）

ひわだ な ぎ そ まち

曲げわっぱの森（秋田県大館市）
おおだてし

いしおかし

イウォンネシリ（北海道白老町）
しらおいちょう

　これまでに「木の文化を支える森づくり」に設定された箇所では、地元自治体等か

らなる協議会が主催する植樹祭や下刈作業などの継続的な取組が行われている。

　また、国有林では、多様な森林を有する国有林野の特性を活かし、木曽ヒノキ・天

然秋田杉等の銘木や大径長尺材のように民有林からの供給が期待しにくい材の計画的

な供給に努めている。

　沖縄森林管理署は、首里城の復元、修復に使用されて
いるイヌマキ等の貴重な琉球の木の森づくりを進めてい
くため、平成20年11月、「首里城古事の森育成協議会」
との間で「首里城古事の森づくり活動に関する協定書」
を締結した。沖縄県国

くに

頭
がみ

村
そん

でイヌマキ200本を植樹し、
木の文化の継承に貢献する森づくりに取り組んでいる。

事例Ⅴ－９ 「首里城古事の森」の活動

地元児童が参加した植樹活動
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（６）国民に開かれた国有林野
（国民参加の森林づくり）

　国有林野では、「国民の森林」としての管理経営を一層進めていくため、教育関係

者やＮＰＯ等へ活動フィールドの提供等を行い「国民参加の森林づくり」に取り組ん

でいる。

　各森林管理局や森林管理署等では、森林環境教育や森林づくり等に取り組む多様な

主体に対してフィールドを提供する「遊
ゆう

々
ゆう

の森」、「ふれあいの森」、「法人の森
も

林
り

」を

設定するとともに（表Ⅴ－２）、優れた自然景観を有し、森林浴や自然観察、野外ス

ポーツ等に適した森林を「レクリエーションの森」として設定し（表Ⅴ－３）、国民

の保健・文化・教育の場として利用している。

（単位：件）

平成15年度 16 17 18 19

遊々の森 71 93 107 127 139

ふれあいの森 137 145 147 151 143

法人の森林 381 399 420 443 457

資料：林野庁業務資料

表Ⅴ－２　遊々の森、ふれあいの森、法人の森林の設定状況

（単位：箇所、千 ha、百万人）

種　類 箇所数 面　積 利用者数 代　表　地

自然休養林 90 105 32 高尾山、赤沢、屋久島

自然観察教育林 160 32 16 箱根、軽井沢、上高地

風景林 506 179 32 摩周、嵐山、宮島

森林スポーツ林 64 8 1 風の松原、扇の仙、西之浦

野外スポーツ地域 195 48 34 南蔵王、玉
たん

原
ばら

、苗場
風致探勝林 115 22 16 層雲峡、駒ヶ岳、穂高

合　　計 1,130 394 131
資料：林野庁業務資料
　注：箇所数及び面積は、平成20年４月１日現在の数値であり、利用者数は、平成19年度の数値である。

表Ⅴ－３　レクリエーションの森の設定状況及び利用者数
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　「遊々の森」は、子どもたちが植樹・下刈等の様々な体験活動や野生動植物の観察

等の学習活動を行う場として設定され、森林の利用を通じた子どもたちの人格形成や、

幅広い知識の習得を行う森林環境教育の場として利用されている。

　平成20年７月、山形森林管理署最上支署は、山形県
舟
ふな

形
がた

町
まち

教育委員会と遊々の森の協定を結び、ブナの二
次林を「ふながた薬師の森」として設定した。最上支
署と教育委員会、地域の環境学習支援団体の三者が連
携し、児童・生徒等を対象とした森林環境教育に農山
村地域の文化を取り入れた活動を行っている。

事例Ⅴ－10 「遊々の森」を活用した森林環境教育の取組

　「ふれあいの森」は、ＮＰＯ等が植樹・間伐等の森林づくり活動や自然観察会、森

林教室等の森林とのふれあい活動を行う場として設定され、様々なアイデアを活かし

た活動を楽しむ場として利用されている。

　愛知森林管理事務所は、三河湾（漁場）の環境を守
り将来に向けて豊かな水産資源を維持するため、穂の
国森づくりの会と協定を結び「穂の国みんなの森林」
を設定している。平成20年度は、漁業関係者や水産高
校等が参集し、以前に植栽したブナ等の広葉樹の保育
作業を実施した。

事例Ⅴ－11 「ふれあいの森」における国民参加の森林づくり

　また、「法人の森林」は、契約者が国とともに森林を造成・育成し、伐採後の収益

を一定の割合で分け合う分収林制度を利用して、企業等が森林づくりを行う場として

設定され、企業等の社会貢献や社員教育、顧客とのふれあいの場として利用されてい

る。
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　九州森林管理局は、佐賀県鳥
と

栖
す

市
し

内の国有林野にお
いて、かけがえのない水と関係の深い企業の社会的責
任として水資源管理に取り組むＣ社と「法人の森林」
契約を締結している。同社は、この森林を「さわやか
自然の森」と名付け、社員や家族等による枝打ち等の
林業体験や遊歩道の造成等を行っている。

事例Ⅴ－12 国有林野をフィールドとした企業の森林づくり

　このほか、「レクリエーションの森」では、国民が快適に利用できるよう、利用者

の自主的な協力による「森林環境整備推進協力金」等を活用し、森林整備や案内板等

の整備、美化清掃に取り組んでいる。さらに、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の一

環として、森林整備に関心の高い企業等の支援による「サポーター制度」を用いて、

平成21年３月31日現在、全国７か所で支援協定を締結し整備や管理を行っている。

　東北森林管理局は、Ａ社、仁
に

別
べつ

森林博物館ボランティ
ア案内人会と協定を締結し、仁別自然休養林内の森林
等において、自然環境教育や森林整備等の活動に連携
して取り組むこととした。平成20年度は、３者の協力
により遊歩道へのウッドチップ敷きを行った。

事例Ⅴ－13 「レクリエーションの森」サポーター制度の取組

（国民の声を活かす取組）

　国有林野では、平成16年度から活発な情報の受発信を行い国民の声を管理経営に活

かすため、「国有林モニター」を広く国民から募集しており、平成20年４月１日現在

308人が登録している。「国有林モニター会議」やアンケート調査のほか、森林整備や

治山工事の現地見学を実施し、幅広い情報の提供や様々な意見の把握により国民の声

を管理経営に反映させている。

　また、開かれた「国民の森林」としての管理経営を推進するため、ホームページ等

による情報発信や電子メール等を通じた意見・要望の把握に努めている。さらに、国

有林野の管理経営の指針や主要事業量を定めた「地域管理経営計画」等の策定・変更

に当たっては、計画案を公表し国民の意見を聴くなど、対話型の取組を進めている。


